
１．基本理念

勝山市環境基本計画の基本理念は、「勝山市環境基本条例」

第 3 条に示される基本理念とします。

２．実現すべき環境像

上記の環境理念に基づき、勝山市の実現すべき環境像を次の

とおりとします。

環境像の実現のためには、市民、事業者、行政など様々な主体

が、環境問題に対して当事者意識を持ち、自ら行動しなければな

りません。そのうえで、様々な主体が連携体制を築き、環境像の

実現と持続をめざして、協働していくことが重要です。

第２章 計画の基本的考え方

(基本理念)
第 3 条 環境の保全は、すべての市民が健全で恵み豊かな環境
の恵沢を享受するとともに、これを将来の世代へ継承していく
ことを目的として行わなければならない。

2 環境の保全は、地球資源が有限であることを認識し、循環
を基調とする環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会
が構築されることを目的として、すべての者の公平な役割分担
の下に、自主的かつ積極的に行われなければならない。

3 地球環境保全は、地域における環境の保全に関する取組の
重要性にかんがみ、すべての事業活動及び身近な日常生活にお
いて積極的な活動により推進されなければならない。

勝山市環境基本条例(平成 15 年条例第 19 号)

【実現すべき環境像】

太古からの豊かな自然

美しい環境を未来に受け継ぐまち かつやま

実 現 す べ き 環 境 像



３．基本政策

勝山市環境基本計画では、従来の環境基本計画にあるような

環境問題の解決を目標とする分野別の施策を、SDGｓの考え方を

活用して見直しを行い、環境像の実現および SDGｓの達成による

環境・経済・社会の統合的向上をめざし 5 つの基本政策に取り組

みます。

SDGｓは、先進国・途上国すべての国を対象に、経済・
社会・環境の 3 つの側面のバランスが取れた社会を目指す
世界共通の目標として、2015 年 9 月に国連で採択されま
した。貧困や飢餓、水や保健、教育、医療、言論の自由や
ジェンダーなど、人々が人間らしく暮らしていくための社
会的基盤を 2030 年までに達成するという目標になってい
て、17 のゴール（目標）とそれぞれの下により具体的な
169 項目のターゲット（達成基準）があります。

出典）環境省「持続可能な開発目標（S D G s）活用ガイド」より抜粋

SDGｓ（持続可能な開発目標）とは



ごみの排出量を減らすための食品ロスの削減および都市鉱山

の活用等による 3Ｒの推進や、不法投棄の防止、河川の清掃活動

など廃棄物の適正処理の取り組みにおいて、市民、事業者、行政

の連携を推進し、循環型社会の構築をめざします。

省エネルギー対策による温室効果ガス排出量の削減や、当市

の豊かな自然環境を活用した雪氷熱、小水力等の再生可能エネ

ルギーの普及促進の取り組みにおいて、市民、事業者、行政の連

携を推進し、低炭素社会の構築をめざします。

関連する SDGｓのゴール

関連する SDGｓのゴール

ごみの減量や循環資源の利用を推進し
『循環型社会』の構築をめざします1

基本政策

温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 の 削 減 を 推 進 し
『 低 炭 素 社 会 』 の 構 築 を め ざ し ま す2

基本政策



「恐竜渓谷ふくい勝山ジオパーク」をはじめとする豊かな自然

環境を活かしたまちづくりや、希少動物の保全および外来生物の

防除による生物多様性の保全、持続可能な農林業の振興を通じ

て、自然共生社会の構築をめざします。

市内小中学校における環境教育を中心とした ESD の推進や市

民向けの環境学習の機会の提供を通じて、環境にやさしい持続

可能な社会の実現のため、多様な環境問題に関心を持ち、自ら

考え行動できる人づくりに取り組みます。

関連する SDGｓのゴール

関連する SDGｓのゴール

生物多様性などの自然環境の保全と社会経済活動が
調和した『自然共生社会』の構築をめざします3

基本政策

環境教育・学習の機会を充実し環境保全に
関心がもてる『人づくり』に取り組みます4

基本政策



バスや鉄道などの公共交通の利用促進、大気汚染や水質汚濁

の防止、水害や土砂災害等の自然災害に対する適応力の強化を

図り、私たちの生活に密接する環境に配慮した安全で快適に暮ら

せるまちづくりに取り組みます。

関連する SDGｓのゴール

環境に配慮した安全で快適に暮らせる
『 ま ち づ く り 』 に 取 り 組 み ま す5

基本政策


